
人間的行為と自然法

←一一 トマス ・ アクイナスにおける自己原因性の完成について ←ー

佐々木 亘

序

トマスは， r新法J (lex nova ) の 内容について論じている『神学大全J第二 一

部第一O八問題の第 一項で， 次のように言っている.

『形而上学』第 一巻における哲学者によると， r自由な者とは， 自らを原因づけ

る者J (liber est qui sui causa est ) である. それ故， r自らによって」行為する

者が， 或ることを「自由に」為す. しかるに， 人聞は， r自らの自然本性に適合

する習慣によって為すJ ( agit ex h abitu suae n aturae convenienti ) ところのこ

とを， r自らによって為すJ (ex seipso agit ) . 何故なら， 習慣は自然本性の様態

へと傾かせるからである. 反対に， もし， 習慣が自然本性に背馳するならば， 人

間は， 自らがそれであるところのものに即してではなし 自らが招来した何らか

の「腐敗J (corruptio ) に即して為すのである 1)

「自由Jとは， 自らを原因づけることであり， 自らのよって行為することに他ならな

い. この場合の「原因jには， r自らによって動かすjという「動因J (causa movens) 

じ 「自らのために行為するJという「目的因J (c ausa finalis ) が考えられるが2)，

「自らによって行為する者が， 或ることを自由に為すJというのであるから， この

個所では， r動因」としての原因が語られていると言えよう. この限りにおいて， ト

マスにおける自由とは， r動因に関する自己原因性の保持Jを意味する .

自らによって行為するように， 自らを原因づけることが「自由」である. しかるに，

トマスは， r人聞は， 自らの自然本性に適合する習慣によって為すところのことを，

自らによって為すJと言っている. ここから， 自らの自然本性に適った習慣に基づく

行為が， 自らによる， 自らを原因づける行為であれ自由な行為であるということに

なる. では， 何故， r自らの自然本性に適合する習慣によって為す」ということが，
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「自らによって為す」ことに なるのであろうか. そもそも「習慣は自然本性の様態へ

と傾かせる」とは， 一体， 何を意味しているのであろうか.

本稿では， I人間的行為j( actio humana ) に関する考察を通じて， 人間の自由に

ついて， 特にその「自己原因性」の完成について， 探って行きたい.

I 人間的行為と目的

まず， どのよう な場合に， 我々は， I自らによって行為する」と言えるのであろう

か. トマスは， r神学大全』において， その第三部で倫理的領域に関する考察を展開

しているが， 第二部の冒頭にある第三 一部第一問題第一項の主文で， I人間である

限りの人聞に回有 な行為J は「人聞がその主(dominus) であるところの行為jで

あり， I人聞は理性と意志によって自らのはたらきの主であるjが， I或る能力から発

出するすべての行為は， その能力の対象(obiectum ) とし、う性格に即して， そこか

ら原因つ守けられj， I意志の対象は， 目的(finis ) であり善(bonum ) である」から，

「すべての人間的行為は目的のために(propter finem ) 存し なければ なら なしづと

言っているお.

人聞は， 理性と意志によって， 自らのはたらきの主である限りにおいて， I自らに

よってj行為することができ， その行為が人間に固有 な「人間的行為」と なる. はた

らきの主としての「主権j(dominium ) をもって自らの行為を原因づける時， 我々

は自らによって行為する.

その一方， 意志が欲するところの対象に即して， 人間的行為は原因づけられる. そ

して， 意志の対象が目的であり， 善であるから， 人間的行為は， すべて， 目的に従っ

ており， その目的から原因づけられている.

で、は， 人間的行為は， どのよう な仕方で目的から原因づけられるのであろうか. ト

マスは， 次の第三項の主文で， I限定された結果を生み出すためには， 目的としての

性格を有する何らかの確定的 なもの へと限定されることは必然である」から， Iすべ

ての原因における第ーのものは， 目的因jであり， Iこの限定は， 理性的本性におい

ては， 意志と言われる理性的欲求(appetitus rationalis) によって なされ， 同様に

また， 他のものにおいては， 自然本性的欲求(appetitus naturalis ) と言われる自然

本性的 な傾き(inclinatio n aturalis ) によって なされるjと言っている4)

すべての能動者は， 何らかの結果を生み出すように行為する. そして， 行為に係わ
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る諸原因の中で第ーに位置し， 能動者を具体的 な行為へと原因づけるものが「目的

因J である. 目的因とは， í何々のために」としづ仕方で， 或る限定された結果を生

み出すように， 行為を 目的の側から限定する原因である. 能動者は， 目的への意図に

基づいて， í限定された結果を生み出すjょう， 自らを行為へと動かす. 斯かる「結

果への限定」は「目的としての性格を有する何らかの確定的 なものへの限定」に他 な

ら ない. それ故， すべての能動者は「 目的のためにJ 行為している.

更に， 斯かる限定は， 理性的本性を有するものは理性的欲求である意志によって，

非理性的被造物は自然本性的 な傾きによって なされる . 人間の場合， 意志の対象が

「 目的かつ善」であるから， 何らかの「善jを「 目的」として意図することにより，

人聞は自らを行為へと動かすことができる. 能動者における結果への限定が「目的J

によるからこそ， í 目的因jは第 一の原因であり， íすべての人間的行為は 目的のため

に存するJ.

従って， 人間的行為とは， 自らによって目的へと動かすというはたらきである. こ

こから， 目的が人間的行為の性格を決定することに なる. 人間的行為は， その根源で

あり， 終極であるところの 目的から， í種J (species)を受け取るわけである5)

n 人間的行為と究極目的

人間的行為は 目的のために存しており， 目的から原因づけられる. しかるに， 諸々

の 目的の聞における「意図の秩序Jの根源は「究極百的J (ultimus finis )であり6)，

究極 目的への欲求が意志の運動の前提である. 人間的行為は究極目的のために存して

おり， トマスは， 同じ第 一問題の第五項主文で， íすべての人聞には， 自然本性的に

一つの究極 目的が属しているように， この人聞の意志は， 一つの究極 目的において存

立している」と言っているの.

意志は必然に基づいて至福 (beatitudo )である究極 目的に密着しておりぺ自然

本性的 な仕方で， すべての人聞に 一つの究極目的が属している. その 一方， 個々の人

間において， 意図の秩序の根源に位置するものが， 一つの究極目的である. それ故，

個々の人間の意志は一つの究極 目的に密着しており， 一つの究極目的への欲求が意志

のはたらきを可能にする. 人類全体に一つの究極 目的が対応すると同時に， 一人の人

間の意志は， 一つの究極 目的において存している.

従って， 人間的行為は究極 目的への必然的 な欲求のもとに成立している. 人聞は理
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性と意志によって自らのはたらきの主であるが， 究極目的はその主権の対象には なら

ない. トマスは. I意志jについて論じている， 第 一部第八二問題の第一項で， 意志

に即して 我々は 我々のはたらきの主であるが， 必然に基づくところのものは， 我々が

その主では なし、から， 意志のはたらきは必然性をもって存することはでき ないという

異論9)に対して， 次のように答えている.

我々は， これかあれかを「選択するJ (eligere)ことができるということに即し

て， 我々のはたらきの主である. しかるに. r倫理学J第三巻で言われているよ

うに. I選択J (electio)は「目的jでは な し「目 的へのてだてJ (ea quae 

sunt ad finem ) に係わる. それ故. I究極目的」への欲求は， 我々がその主であ

るところのものに係わってはい ない10)

人聞が自らのはたらきの主であるといっても， 主であるところの対象は， 厳密には

行為そのものでは なし その選択であり， 更に選択は「目的へのてだて」に係わる.

人聞は自分自身を目的へと動かすにも拘わらず. I目的への欲求」は， 少 なくとも究

極目的に関する限り， 我々の主権の外に存する. 人間的行為は， 究極目的への必然的

な欲求に基づいており. I目的へのてだて」に関する選択において成立している.

このように， 人聞は自己の行為に関する「主権jを有しており， 自由に自らを欲す

るものへと動かすが， それは. I目的へのてだてJ Iこ関する選択を通じて行為を具体

的に確定しようとすることに他 なら ない. その一方， 斯かる行為は「目的」という意

志の対象の側から限定され， 原因づけられる. 目的へのてだてを選択するためには，

まず目的が欲求されてい なければ なら ない以上， その限りにおいて， 究極目的への必

然的 な欲求が 斯かる選択を可能にしている.

III 人間的行為と習慣

自由とは自らを原因づけることである. そして人聞は， 理性と意志によって自らの

はたらきの主であり， その場合に限り， 自らによって自由に行為する. しかし， 人間

的行為は目的から原因づけられており， 究極目的への必然的欲求がその前提に なって

いる. 従って， 人間の自由は， 目的へのてだてに関する選択において成立している.

では， 斯かる人間的行為に， どのよう な仕方で「習慣」は係わるのであろうか.

習慣とは. I基体 (subiectum ) の自然本性そのものへの秩序づけjにおける「付

帯的存在に即した基体の様態， 乃至限定」としての「質J (qualitas) である11) 習
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慣は， 人間を関係づけ， 傾かせる「質」であり， そこには何らかの「運動」と， I善

や悪という性格」が認められる. しかも， I自らの性格に即して簡単には変転され な

いということを有する質が習慣と言われるのであり， それは， 学知(scienti a ) や徳

(virtus) のように， 不動 な原因(causa immobilis) を持つからであるyZI.

習慣という質は， 自然本性に即して， I何かを持つ」ということに態勢づけられて

おり， 簡単には変転され ない性質を有する. 学知とし、う習慣を持つということは， 自

然本性が容易には変化し ないよう な仕方で、学知 へと関係づけられ， 不動 な原因として

白己のはたらきを秩序づけることを意味している. 習慣とは永続性を持った質であり，

「不動の原因jとして自己を傾かせる.

で、は， 人間的行為は習慣を必要とするのであろうか. トマスは， 習慣の「基体」に

ついて扱っている第二 一部第五O問題の， 第四項で或る習慣は知性のうちに存する

とし13)， 更に続く第五項の主文で， 次のように言っている.

様々 な仕方で行為すること へと秩序づけられ得る能力はすべて， それによって自

らのはたらき へと善く態勢づけられるところの習慣を必要としている. しかるに，

意志は， 理性的能力であるから， 様々 な仕方で行為すること へと秩序づけられ得

る. そしてそれ故， 意志のうちには， それによって自らのはたらき へとよく態勢

づけられる何らかの習慣が措定され なければ なら ない141

習慣が必要とされる「能力jは， 行為の確定 なり現実化において， 様々 な仕方で秩

序づけられ得る能力であり， 逆に， 特定の仕方でしか秩序つeけられ ないよう なものに

習慣を見出すことはでき ない. 例えば， 自然、本性的 な力は 一つのもの へと限定されて

いるから， 自然本性から存する「活動J(operatio ) に関して， 身体が何らかの習慣

によって態勢づけられることは ない151

しかるに， 理性的欲求である意志は， 行為 へと様々 な仕方で秩序づけられる. 実際，

意志は， I目的としての性格を有する何らかの確定的 なもの へと限定Jせしめる能力

である. 確かに， 意志は必然的に究極目的 へと密着しているが， I意志は， 欲する如

何 なるものをも， 必然に基づいて欲しているのでは なし、J161以上， 行為に対して 特定

の仕方で秩序づけられてはい ない. 従って， 意志は， そのはたらきに即して， 習慣に

よる秩序づけを必要としている.

習慣による傾きとは， 人間の能力が具体的 な行為 へと結びつく際に， その能力を 斯

かる行為 へと限定するものに他 なら ない. 確かに， 人間の意志は， 個々の善 へと自由
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な仕方で傾くことができる. しかし. r種々 異 なった仕方 で、行為へと秩序づけられ得

るjとし、うだけでは， 選択は何ら現実化し ない. 行為を確定するためには， 選択にお

いて具体的 な判断へと自らを動かさ なければ なら ない. そして， そのためには， 習慣

による「態勢づけjが必要 なのである.

IV 習慣と自然本性

人聞は， 理性と意志によって自らのはたらきの主であるが， 習慣による「傾き」は

「 白然本性の秩序づけjにおいて態勢づけるものであり， 極めて強い拘束力を有する.

それは， 習慣が， 内的性質としての傾向性を持つからで、あり， 習慣に伴う行為が容易

に現実化されるという仕方で， 行為の確定に関わるからである. その意味で， 人間的

行為は， 習慣によって原因づけられる.

従って. r習慣による行為jとは. r習慣によって秩序づけられた能力による行為」

を意味していると言えよう. で、は. r自らの自然本性に適合する習慣」とは何であろ

うか. トマスは， 第二一一部第五回問題の第三項主文で， 次のように言っている.

能動者の自然本性に適合するはたらきへと態勢づける習慣が「善い習慣」と言わ

れ， これに対して， 自然本性に適合し ないはたらきへと態勢づける習慣が「悪い

習慣jと言われる. まさに. r徳J のはたらきは， 理性に即するものであるとい

う こ と か ら， 人 間 の 自 然 本 性 に 適 合 し て い る が， こ れ に 対 し て「悪 徳」

(vitium)のはたらきは， 理性に反するものであるから， 人間の自然本性から離

反している17)

習慣は. r事物の自然本性への秩序づけにおける様態と限定jであり， その場合の

「秩序づけ」には， 自然本性に適合する場合と適合し ない場合がある. ここから， 習

慣は「善の性格jか「悪の性格」を有することに なる. 習慣は質として自己の行為を

傾かせるが， 人聞は， 理性的本性を有する以上， 理性に従うものであるか否かという

点から， 人間の習慣は種的に区別される. r自らの自然本性に適合する習慣」とは，

理性に即することによって人聞の理性的本性に適合する「徳J Iこ他 なら ない.

人聞は理性的本性を有しており， 理性に即するということが， 人間としての自然本

性に適合している. そして， 理性と意志による行為が自らによって自らを原因づける

行為である. しかるに， 理性も意志も習慣による態勢づけを必要としている.

従って， 理性と意志に即するよう人間の自然本性を態勢づける習慣に基づく行為が，
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本来， I理性と意志による行為」ということに なる. これに対し， 習慣が理性と意志

に反するよう態勢づけるのであれば， 人間の自然本性に適合し ないはたらきへと態勢

づけることに なる. その場合， 確かに理性と意志によって行為するとしても， 理性的

本性に適合し ない行為へと態勢づける以上， 理性と意志のはたらきは阻害され， 情念

な どによって「動かされるjことに なる.

人聞は理性的本性を有しており， 理性と意志によって自らのはたらきの主である.

人聞は， 究極目的への意図に基づいて， 目的へのてだてに関する選択において， 限定

された結果を生み出すように自らを行為へと動かす. しかし， そのように行為を確定

し， 限定していくためには， 習慣による態勢づけが必要である. 従って， 理性的本性

に適合した習慣によって態勢づけられる時， 人聞は「自らによって為すjのに対し，

その自然本'性に反する習慣による場合は， I自らが招来した何らかの腐敗に即して為

すjわけである.

V 人間的行為と自然法

人聞は， 自らの自然本性に適合する習慣による態勢づけを通じて， 自らによって行

為することができる. で、は， I自然本性への適合・不適合jは， 何によって決められ

るのであろうか.

トマスにおいて， はたらきの何らかの「規則J (regula)や「基準J(mensura) 

と なるものが「法J (lex)であり， 法は理性に属する何かである181 更に， 人間的

「行動J (opus)の第一の根源と なるのが「自然法J(lex naturalis)である191 ト

マスは， 二 一部第九一問題第二項の主文で， 次のように言っている.

理性的被造物自身においては， それによって然るべきはたらきや目的への自然本

性的 な傾きを有するところの， 永遠 なる理念が分有されている. そして， 理性的

被造物における「永遠法J(lex aeterna )の 斯かる分有が， I自然法Jと呼ばれ

る201

永遠法とは， 神における万物の統宰理念である21) すべてのもののうちには永遠法

が刻印されており， その結果， すべてのものは， それに基づいて自らに固有 なはたら

きや目的へと向かう「傾き」を有する. 永遠法の刻印に基づく傾きは， 理性的被造物

の場合， まさに「理性に属する」以上， 法としての性格を持つに至る. それ故， 理性

的被造物における永遠法の分有は， I自然法」として位置づけられる.
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人間のうちには永遠法の分有へと向かう傾きが存しており， I永遠法に調和したと

ころのものへの自然本性的傾きが内在しているj22). 従って， 斯かる傾きに適合する

か否かという 点から， 自然本性に適合するか否かが決められることに なる. 自然法の

「規定J(praeceptum)は， 自然本性的 な傾きに即して構成されている.

人間のうちには， Iそれへと人聞が自然本性的 な傾きを持っところのものをすべて，

理性は， 自然本性的 な仕方で， 善 なるものとして， そしてその結果， 行動によって追

求すべきものとして捉え， また， それらとは反対のものを， 悪であり避けるべきもの

として捉えるj23)というところのf自然本性的 な傾きjが存しており， I自らの本性に

適合する習慣」とは， 斯かる傾きに沿って， 自然法の規定に合致するよう人聞を態勢

づける習慣に他 なら ない. その限りにおいて， I習慣は自然本性の様態へと傾かせ

るJ. トマスは， 二 一部第九四問題の第三項主文で， 次のように言っている.

各々のものは， 火が加熱へと係わるように， 自らの「形相J (forma)に即して，

自らに適合した活動へと自然本性的 な仕方で傾かされる. 従って， 理性的魂が人

間の固有 な形相であるから， 如何 なる人間にも， 理性に即して行為することへの

自然本性的傾きが内在している. そして， このことは， 徳に即して行為すること

である. それ故， このことに従って， すべての徳のはたらきは自然法に属してお

り， 如何 なる者にも， その固有 な理性が， 有徳 な仕方で行為するようにと自然本

性的に命ずるわけである24)

人間のうちには「永遠法に調和したところのものへと向かう自然本性的傾き」が存

するが， それは， I理性に即して行為することへの自然本性的傾きJであり， 理性的

本性に適合した活動への傾きである. 自然法は 斯かる傾きに即した規則であり基準で

ある. しかるに， 人間の理性的本性に適合するはたらきへと態勢づける習慣が「徳」

である. 従って， 徳としての一般的 な性格が捉えられる限り， すべての徳のはたらき

は「理性に即することによって， 人間の自然本性に適合している」以上， 自然法に属

している. 理性的 な魂が人間の形相であるから， I理性に即した行為jが「徳に即し

た行為Jであると 同時に， I自然本性的 な傾きの秩序に即した行為jであり， それら

はすべて， I自然法の規定の秩序」のうちに捉えることができるのである.

結 び

人聞は， 究極目的への必然的 な欲求のもとに， 目的へのてだてに関する選択におい
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て， 自らのはたらきの主であり， 理性と意志によって自らを動かすことができる. し

かるに， 選択において自らを動かすためには， 習慣による態勢づけが必要であり， こ

こから， 自らの自然本性に適合する習慣によって態勢づけられるか否かという 点にお

いて， 自らによって「自由にj為すか， それとも「自らが招いた腐敗」によって為す

かが決められる.

「徳のはたらきは， 理性に即することによって， 人間の自然本性に適合しているJ.

従って， 徳によって態勢づけられた行為が， 自らによる自由 な行為と なる. しかるに，

「理性に即して行為することへの自然本性的傾きJ に基づいて「自然法」は成立して

おり， それは， I有徳 な仕方で行為するようにと自然本性的に命ずる」ところの規則

であり基準である. それ故， I自らの自然本性に適合する習慣によって態勢づけられ

るか否か」は， 自然法に基づいて捉えられる.

更に， I法J は， 究極目的への秩序づけにおいて成立している. トマスは， 法の本

質について論じている， 第二 一部第九O問題の第二項主文で， 次のように言ってい

る.

「実践理性J(ratio practica ) が係わる「実践的 なものにおける第一の根源」

は「究極目的jである. しかるに， 先に示されたように， 人間的生活の究極目的

は「幸福J(felicitas)， 乃至「至福」である. それ故， 法は， 最高度に， I至福

へと存する秩序づけ」に関係し なければ なら ない25)

法は， I行動の何らかの規則であり基準jであり， 理性に属している. しかるに，

「意図の秩序における第一のものjは「究極目的」であり， 究極目的は「実践的 なも

のにおける第一の根源」である. そして， 斯かる究極目的とは「至福jを意味してお

り， 我々は必然に基づいて至福であることを欲している. 法は， 個々の人間の理性に

属する規則として， 至福 なる究極目的への秩序つeけに最高度の仕方 でイ系わる.

自然法は， 人聞に 内在する「理性に即して行為することへの自然本性的傾き」に即

して， 徳に従って行為するように， 自然本性的に命ずる「法」であり， それに基づい

て人聞を究極目的へと正しく秩序づけるところの「根源jである. 確かに， 人聞を何

らかの確定的 なものへと限定することは， 単 なる自然本性的 な傾きでは なく， 理性的

欲求である意志によって なされる. しかし， I意志は必然に基づいて至福である究極

目的に密着」しており， Iすべての人聞には， 自然本'性的に 一つの究極目的が属して

いるように， この人間の意志は， 一つの究極目的において存立しているJ. 従って，
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自然法は究極目的への自然本性的 な秩序づけにおいて成立していると言えよう.

人間の自由の究極は， I自らによって自らを動かすJとし、う動因に関する自己原因

性の完成であり， ここに「自然法に即した習慣による態勢づけ」が係わっている.

「理'性によってJ (per rationem) 自らのはたらきの主であるところの人聞は， 究極

目的へと秩序づけられ， I理性に即してJ (secundum rationem) 行為することにお

いて， 本来， I自らによって為す」わけである.
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